
高
昌
国
の
侍
郎
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て

一
そ
の
所
属
と
職
掌
の
検
討
一

關

尾

史

β良

高昌国の侍郎について（關尾）

は
　
じ
　
め
　
に

　
さ
き
に
私
は
麹
氏
高
昌
国
（
五
〇
一
年
～
六
四
〇
年
。
以
下
、
高
昌
国
）

時
代
の
納
税
証
明
書
と
も
い
う
べ
き
條
記
文
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
機
会
を

　
　
　
①

も
っ
た
が
、
そ
の
際
、
田
租
と
丁
税
の
條
記
文
書
の
一
部
に
、
文
書
の
交
付

者
と
し
て
侍
郎
が
自
記
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
田
租
の
文
書
に
自
虚
し
て

い
る
侍
郎
と
丁
税
の
文
書
に
自
署
し
て
い
る
侍
郎
が
別
人
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
侍
郎
は
交
付
者
の
冒
頭
に
自
署
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
儒
林
参
軍
（
田
租
）

や
明
威
將
軍
（
遠
行
馬
銭
〉
な
ど
と
同
じ
な
の
で
、
文
書
の
交
付
と
そ
の
前

提
で
あ
る
諸
税
の
納
入
に
対
す
る
関
与
の
あ
り
方
も
、
儒
林
参
軍
や
明
威
將

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

軍
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
こ
ろ
で
、
黄
文
上
野
以
来
の
長
い
歴
史
を
も
つ
高
昌
国
の
官
制
研
究
の

成
果
に
よ
れ
ば
、
高
昌
国
に
は
門
下
系
の
侍
郎
と
尚
書
系
の
侍
郎
が
併
置
さ

れ
て
お
り
、
と
く
に
後
者
は
序
列
の
点
で
、
條
記
文
霧
に
も
自
署
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

参
軍
や
主
簿
の
上
位
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
と
化
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
條
記
文
書
に
自
署
し
て
い
る
侍
郎
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
門
下
系
と
尚

書
系
の
い
ず
れ
に
所
属
す
る
官
員
だ
っ
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
さ
き
の
儒
林
参
上
や
明
威
將
軍
が
非
尚
書
系

の
官
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
侍
郎
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
か

ら
尚
書
系
以
外
、
つ
ま
り
門
下
系
の
官
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
類
推
す
る
の
は

さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
、
そ
も
そ
も
尚
書
系
に
は
侍
郎
な
る
官
職
は
設
け
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
條
記
文
書
に
自
署

し
て
い
る
侍
郎
は
門
下
系
の
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、
こ
の
小

論
は
そ
の
こ
と
を
、
侍
郎
に
関
す
る
出
土
文
物
を
中
心
と
し
た
諸
史
料
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
徹
底
的
な
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

135 （741）



①
　
關
尾
史
郎
「
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
高
昌
国
税
制
関
係
文
書
の
基
礎
的
研
究
レ
條

　
記
文
書
の
古
文
書
学
的
分
析
を
中
心
と
し
て
一
」
（
一
）
（
二
）
（
三
・
未
完
）
（
『
人

　
文
科
学
研
究
嘱
〈
薪
潟
大
学
人
文
学
部
〉
第
七
四
、
七
五
、
七
八
輯
、
一
九
八
八
、

　
八
九
、
九
〇
年
。
以
下
、
前
稿
）
。

②
　
前
稿
（
二
）
、
第
一
節
第
五
項
、
お
よ
び
（
三
）
、
第
一
節
第
二
頂
、
参
照
。

③
　
黄
文
弼
「
高
昌
官
制
表
」
（
同
氏
『
高
昌
第
一
分
本
』
北
平
　
中
国
学
術
団
体
協

　
会
西
北
科
学
考
査
団
理
事
会
、
皿
九
三
一
年
〈
『
鯨
集
』
、
な
ら
び
に
黄
詩
編
『
黄

　
文
士
歴
史
考
古
論
集
』
北
京
　
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
所
収
〉
）
。

④
　
門
下
系
の
侍
郎
と
尚
、
書
系
の
侍
郎
の
併
置
を
説
く
諸
研
究
を
上
げ
て
お
く
。
嶋

　
綺
昌
「
麹
氏
高
昌
国
官
制
考
」
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
入
、
三
二
号
、

　
一
九
六
三
年
〈
『
高
昌
國
史
』
、
所
収
〉
）
、
馬
草
「
略
談
有
関
高
昌
史
的
長
南
新
出

　
土
文
書
」
（
『
考
古
』
一
九
七
二
年
第
四
期
〈
『
新
彊
考
古
』
、
な
ら
び
に
同
氏
『
西

　
域
史
地
文
物
叢
書
』
北
京
　
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
〉
）
、
白
須
浄
虞

　
「
論
尚
昌
門
閥
社
会
の
研
究
一
張
氏
を
通
じ
て
み
た
そ
の
激
悟
造
の
一
端
1
」
（
『
史
学

　
雑
誌
瞼
第
八
八
編
第
一
号
、
　
一
九
七
九
年
）
、
荒
川
正
晴
「
麹
氏
高
昌
国
の
官
制

　
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』
第
｝
〇
九
冊
、
　
一
九
八
三
年
）
、
陳
仲
安
「
麹
氏
高
昌
時

　
期
門
下
二
部
考
源
」
（
唐
長
儒
畔
編
『
二
三
丸
魯
番
文
書
初
探
』
武
漢
　
武
漢
大

　
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
、
侯
燦
「
麹
氏
高
昌
王
国
官
制
研
究
」
（
『
文
史
』
第

　
二
二
輯
、
一
九
入
四
年
〈
同
氏
『
高
書
楼
閾
研
究
論
集
』
鳥
引
導
斉
新
彊
人
民

　
出
版
社
、
　
一
九
九
〇
年
、
所
収
〉
）
、
彰
瑛
「
麹
氏
高
昌
王
国
行
政
官
職
凋
議
」

　
（
『
新
彊
社
会
科
学
研
究
』
一
九
八
六
年
第
二
期
。
彰
瑛
氏
の
こ
の
論
稿
に
関
し
て

　
は
、
前
稿
（
三
）
の
註
⑱
に
お
い
て
、
そ
の
論
旨
を
誤
っ
て
紹
介
し
て
し
ま
っ
た

　
の
で
、
本
誌
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
）
、
　
お
よ
び
王
手
「
麹
氏
高
昌
中
央
行
政
体

　
制
考
論
」
（
『
文
物
』
一
九
八
九
年
第
一
一
期
）
な
ど
。

⑤
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
会
の
会
員
諸
氏
、
と
り

　
わ
け
荒
川
正
晴
氏
か
ら
多
く
の
こ
撒
示
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
東
京

　
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
の
池
田
温
先
生
か
ら
は
、
先
生
が
作
成
さ
れ
た
ト
ゥ
ル
フ

ァ
ン
出
土
の
墓
醇
史
料
の
集
成
を
使
賃
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
だ
い
た
。

に
め
わ
せ
て
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

墓
確
史
料
に
み
え
る
侍
郎
…
そ
の
所
属
一
…

こ
こ

　
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ル
フ
一
・
ソ
盆
地
か
ら
は
今
世
紀
初
頭
以
来
、
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
墓
硝
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
被

葬
者
本
人
を
は
じ
め
と
レ
て
、
そ
の
一
族
が
歴
任
し
た
官
職
が
列
記
さ
れ
て

お
．
狂
、
高
昌
国
の
官
制
研
究
に
と
っ
て
は
第
一
級
の
史
料
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
侍
郎
に
つ
い
て
も
、
そ
の
就
任
老
ば
か
り
か
、
こ
の
官
職
自
体
が
高
畠

国
の
官
制
の
な
か
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い

た
の
か
を
探
る
た
め
に
は
最
も
有
効
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ

も
尚
書
系
の
侍
郎
の
存
在
説
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
墓
傳
に
史
料
的
な
根
拠

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
唯
一
の
根
拠
と
い
っ
て
も
過
書
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
墓
碑
に
み
え
る
侍
郎
に
つ
い
て
、
そ
の

所
属
を
中
心
に
し
て
検
討
す
る
。
先
ず
侍
郎
へ
の
就
官
紀
を
表
示
し
て
み
よ

　
　
　
　
　
②

う
（
表
、
参
照
）
。

　
侍
郎
に
就
評
し
た
こ
と
が
墓
藤
が
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
以
上
の
一
六
例

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
傳
は
い
ず
れ
も
高
昌
故
城
北
郊
の
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墓

群
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
、
例
え
ば
空
乳
故
城
近
郊
の
ヤ

ー
ル
ポ
ト
古
墓
群
か
ら
出
土
し
た
画
聖
か
ら
は
侍
郎
へ
の
就
官
例
を
検
出
す
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高贔国の侍郎について（關尾）

　
　
　
　
　
　
　
③

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墓
門
に
埋
葬
さ
れ
た
官

人
、
す
な
わ
ち
国
都
の
高
昌
に
あ
っ
た
官
人
が
侍
郎
の
地
位
を
独
占
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
（
こ
の
こ
と
は
侍
郎
が
国
都
以
外
、
つ
ま
り
諸
郡
県
の
官

府
に
は
配
属
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
）
。
　
し
か
も
一
六

例
中
、
張
氏
の
出
身
者
が
一
四
例
ま
で
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
他
に
は
王
晟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
錐
氏
の
出
身
者
が
各
一
例
み
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

氏
こ
そ
は
、
白
須
浮
眞
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
王
盛
霞
幕
と
相
互
に
婚
姻
関

係
を
結
ん
で
い
た
こ
の
国
随
一
の
名
族
で
あ
る
敦
煙
の
張
賃
に
ほ
か
な
ら
な

胞
な
か
で
も
③
の
張
武
忠
・
⑩
の
張
鼻
見
は
父
子
で
あ
り
・
⑭
の
覆
寂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
張
鼻
兇
の
孫
に
当
た
る
。
し
た
が
っ
て
侍
郎
へ
の
洋
弓
者
は
国
都
の
高
昌

に
あ
っ
た
官
人
一
般
で
は
な
く
、
張
氏
の
ご
と
き
特
定
の
名
族
に
よ
っ
て
ほ

ぼ
独
占
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
一
六
例
中
、
半
数
以
上
の
一
〇
例
に
は
侍
郎
の
直
前
に
「
新
除
」
の

二
字
が
冠
さ
れ
て
お
り
、
侍
郎
が
初
任
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
張
懐
寂
も
そ
の
墓
誌
に
「
年
在
古
西
、
学
説
吏
部
侍
郎
」
と
あ
る
の
で
、

初
任
官
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
と
は
反
対
に
、
侍
郎
が
初
任

官
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
、
明
鑑
將
軍
か
ら
転
じ
た
張
洪
と
田
地
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
金
事
か
ら
転
じ
た
張
鼻
晃
の
二
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
白
須
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

侍
郎
を
名
族
の
初
任
官
と
し
た
の
は
基
本
的
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
侍
郎
か
ら
い
か
な
る
官
職
に
転
遷
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
簡

単
に
み
て
お
く
と
、
追
贈
も
含
め
て
一
三
例
中
五
例
ま
で
が
殿
中
將
軍
に
転

じ
て
お
り
（
追
贈
を
除
く
と
一
〇
例
中
五
例
）
、
侍
郎
↓
殿
中
將
軍
と
い
う
転

遷
の
コ
ー
ス
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
殿
中
將
軍
は
、
・
軍
事
関
係
の
官

職
を
歴
任
し
た
張
茂
以
外
の
国
都
の
官
人
に
と
っ
て
は
も
っ
ぱ
ら
追
贈
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
同
じ
よ
う
に
国
都
に
あ
っ
た
官
人
で
も
、

張
氏
に
代
表
さ
れ
る
名
族
と
そ
れ
以
外
の
氏
族
の
出
身
者
と
で
は
、
初
任
官

ば
か
り
か
、
官
職
の
転
遷
の
コ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
官
歴
に
お
い
て
も
明
確
な

差
別
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
一
六
例
の
う
ち
①
、
④
、
⑤
、
お
よ
び
⑥
の
四
例
に
は
、
「
王

國
侍
郎
」
と
あ
る
。
こ
の
二
面
侍
郎
を
門
下
系
の
単
な
る
侍
郎
と
は
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

存
在
と
す
る
見
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
④
と
⑤
で
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
妻
の

墓
穗
に
「
王
國
侍
郎
」
と
あ
る
も
の
が
、
本
人
の
墓
臨
で
は
そ
の
他
の
九
例

と
同
じ
よ
う
に
単
に
「
侍
郎
」
と
の
み
あ
る
の
で
、
両
者
は
同
一
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
前
者
は
後
者
の
正
式
名
称
で
は
な
く
、
雅
号
と

い
っ
た
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
侍
郎

（
以
下
、
王
國
侍
郎
を
含
む
）
の
所
属
し
て
い
た
官
府
は
ど
こ
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
上
奏
文
雷
を
は
じ
め
と
す
る
文
書
史
料
を
援
用
す
れ
ぱ
、
そ
れ
が

門
下
系
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
が
、
「
王
國
」
の
二
字
の
な
か

に
も
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
乎
が
か
り
が
あ
る
。
こ
の
「
王
國
」
が
高
昌

国
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
あ
え
て
不
必
要
と
も
思
え
る
こ
の
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表墓確史料にみえる侍郎就思者一覧

Ml姓名1 官 歴 陵軍靴1 墓 表 題 睡醗引回文
－
ゐ
2

3

4

5

ρ
0
7
89

10

11

9
阿
3
1
1
4
5
1
1
16

張　遁

張　洪

張武将

張順

張阿質

某
想
衡

　
　
延

稚
張
張

張仲慶

張鼻児

張弘遁

張　某

張善哲

張懐鮮

麗徹悦

張　漱

ヨ三國侍郎（→遷・殿中出軍）

（新粧・明威将軍→）補・侍郎（→樽・財

　官校尉・湾林令）

新除・侍郎（→轄・殿中難曲）

薪除・王國侍郎（→轄・殿中將軍）

新除・王國侍郎（→轄遷・殿中將軍）

新除・王國侍郎（→韓・交河戸曹司馬）

兵部侍郎

新除・侍郎（→韓・門下校郎）

新除・侍郎（→遷・東宮諮議参軍）

（新除・田地郡省事→）遷・侍郎（→追贈

　・建義將軍’■都組曹熱中）

新除・侍郎（→韓遷・紀部司馬）

新除・侍郎（→追wa　・諮議参軍）

新除・侍郎（→追贈・諌議郎）

吏部侍郎（→唐・西別行参軍）

薪除・侍郎（→輔・殿中特軍）

四部侍郎

六世紀中期

六世紀中期

六世紀中期

六世紀後期

六世紀後期

六世紀後期

七世紀初頭～

七世紀初頭～

六一〇年代

六一〇年代

六一〇年代

穴三〇年代～

六三〇年代～

六三〇年代

七世紀前期

七世紀前期

建昌四（五五八）年二月張遁墓表

延昌二（五六二）年十一月張洪墓表

延和六（六〇七）年五月張武忠墓表

建昌二（五五六）年三月露忠妻高氏墓表

延和十二（六一三）年四月張順墓誌

延昌帰（五九〇）年三月張番妻馬氏墓表

重光元（六二〇）年二月張阿質墓表

延文珊一（六〇一）年九月張露霜妻麹氏墓表

延和元（六〇二）年九月輩露店楊氏墓表

長安三（七〇三）年某月張詮墓誌

貞槻廿（六四六）年十月張延衡墓表

重光元（六二〇）年三通解仲慶墓誌

延和十一一（六一二）匁二月張篭慶妻善業墓衷

重光元（六二〇）年二月張鼻面墓表

延和十一（六一：二）年五月張鼻児妻麹氏墓誌

重光二（六浦ー）年五月張薦垂墓誌

義和元（穴一四）年十二月置頭子妻孟氏墓表

延講九（一i一一nd一／x．二二＿A）年五月張茱墓誌

源頭十二（六三五）耳遠四月張番哲墓表

貞観十六（六四二）年十二月張善哲妻麹法塁墓表

長講i三（六九四）年二月張懐寂墓誌

永再三（六五二）年九月王漱悦墓表

永淳二（六八三）年二月張漱妻麹馬墓誌

72TAM169　：　1

72TAM170　：　2

69TAMI14　：　1

73TAM522　：　1

73TAMII3　：　1

73TAM113：2

72ATM199：8

72TAM　199：9

阿斯四国出土

73TAM508　：　1

　Ast　i．　4＝＝

73TAM504　：　34

72TAM200　：　1

72TAM200　：　2

73TAM503　：　2

73TAM503　：　1

73TAMI16：2
73TAM116　：　1

　Ast．　i．　6．　08

73TAM504　：　29

73TAM504：28

73TAM501出土
　Ast．　ix．　1＝

72TA）lv｛　199　：　1

69TAMI17　：　1

侯，U（569）

侯，12（570）

侯，36（576）

侯，10（569）

侯，　44（579）

侯，24（573）

侯，　51（581）

｛癸，　31（575）

　黄a，57
｛ft，　140（610）

スタイン，1035

｛“k，，　90（591）

IR，　53（581）

侯，42（578）

侯，50（581）

侯，　43（578）

侯，　54（582＞

侯，　45（579）

スタイン，983

侯，　64（584）

｛rk，　87（591）

　黄b，53

スタイン，1036

侯，95（593）

侯，　128（605）

＊　侯：侯　燦「解放後新出吐魯番墓誌録」（北京大学中国中古史研究中心編r敦煙吐郵駅文献研究論集露第五集，北京　北京大学繊版後，一九九〇年）．
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高昌国の侍郎について（蘭尾）

　
　
　
　
（
購
秘
鐸
海
黛
蝋
繭
℃
旨
鷺
鶴
冴
鐸
測
蝉
〉

蹄
　
9
鱒
灘
掃
尉
鴨
誌
讐
勢
罰
鵬
鍵
鵜
』
洪
蝿
　
餅
糊
摯
緑
齪
・
瞭
掛
糠
姻
上
腿
B
砲
”
－
誹
団
一
隅

踏
　
び
”
黙
掻
麗
『
陽
曖
麟
諌
掛
融
』
爵
掛
　
冊
画
燭
申
韓
爵
・
瞭
叶
磁
藤
ざ
豊
国
釦
唖
一
詳
俳
画
諭

メ
梼
へ
又
”
〉
’
Q
Q
8
貯
℃
ぎ
コ
霞
ヨ
。
簿
〉
。
摩
す
（
O
誘
h
O
「
α
　
q
コ
一
く
．
勺
『
O
ω
o
o
㌧
　
一
㊤
b
σ
◎
o
）
．

二
字
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
官
職
が
尚
書
系
の
諸
官
、
例
え
ば
長

史
の
よ
う
に
「
王
府
」
に
所
属
す
る
官
職
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

　
　
⑬

い
よ
う
。
高
昌
国
の
中
央
官
版
、
な
か
ん
づ
く
尚
露
系
の
組
織
が
、
か
つ
て

高
昌
王
が
北
魏
か
ら
願
騎
大
一
軍
・
西
平
郡
開
國
公
に
冊
封
さ
れ
て
開
い
た

府
の
権
官
組
織
の
発
展
・
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

嶋
崎
昌
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
の
見
解
に
従
．
え
ぱ
、
「
王

國
」
と
冠
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
れ
ら
の
侍
郎
は
、
「
王
府
」
に
由
来
す
る
尚

書
系
以
外
の
組
織
、
す
な
わ
ち
門
下
系
の
官
職
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
よ
か

　
⑮

ろ
う
。
門
下
校
郎
に
せ
よ
通
事
令
史
に
せ
よ
、
こ
の
国
の
門
下
系
の
諸
事

は
古
史
や
司
馬
、
あ
る
い
は
参
軍
や
主
簿
と
い
っ
た
府
官
的
な
名
称
と
は
無

縁
で
あ
っ
て
、
独
立
し
た
政
治
権
力
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。　

以
上
、
墓
礁
に
み
え
て
い
る
侍
郎
が
、
門
下
系
の
侍
郎
で
あ
る
こ
と
を
推

定
し
た
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
吏
部
や
兵
部
な
ど
尚
書

系
の
雄
羊
の
名
称
が
冠
さ
れ
て
い
る
そ
れ
以
外
の
三
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

従
来
よ
り
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
⑭
の
張
複
寂
の
事
例
こ
そ
が
、
尚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

系
の
侍
郎
の
存
在
を
主
張
す
る
際
の
唯
一
の
根
拠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

（
眞
司
”
攣
秘
鐸
測
攣
）

か
も
近
年
の
調
査
と
研
究
に
よ
っ
て
こ
れ
以
外
に
も
、
新
た
に
⑦
の
逃
馬
と

⑯
の
張
漱
の
二
例
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ
の
事
例
の
増
加
は
、
単
純
に

考
え
れ
ば
、
尚
書
系
の
侍
郎
の
存
在
説
の
根
拠
が
｝
層
強
化
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
よ
う
。
し
か
し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
私
は
全
く
逆
に
、

尚
書
系
の
侍
郎
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確

実
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
⑦
、
⑭
、
お
よ
び
⑯
の
記
さ
れ
た
墓
徳
の
作
成
年
代
で
あ
る
。

彼
ら
の
侍
郎
へ
の
就
官
年
代
に
は
七
世
紀
と
い
う
以
上
に
共
通
性
が
認
め
ら

れ
な
い
が
、
至
善
の
作
成
年
代
に
関
し
て
は
、
等
し
く
高
昌
国
の
滅
亡
か
ら

半
世
紀
前
後
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
三
例
中
最
も
早

い
⑯
で
も
四
三
年
後
、
最
も
遅
い
⑦
で
は
六
三
年
後
で
、
既
に
八
世
紀
、
に
入

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
単
に
侍
郎
と
あ
る
そ
の
他
の
一
三
例
は
、
高
昌

国
時
代
か
、
滅
亡
直
後
に
作
成
さ
れ
た
墓
確
に
出
て
い
る
も
の
で
、
最
も
遅

く
作
成
さ
れ
た
墓
確
で
も
減
亡
一
二
年
後
の
⑮
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
昌
国
時

代
か
滅
亡
直
後
に
作
成
さ
れ
た
墓
確
に
は
全
て
侍
郎
と
あ
る
の
と
は
対
照
的

に
、
滅
亡
か
ら
半
世
紀
前
後
し
て
作
成
さ
れ
た
墓
確
に
は
全
て
侍
郎
に
尚
書

系
の
諸
部
の
名
称
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
き
わ
め
て
重
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要
で
あ
る
と
思
う
。
少
な
く
と
も
単
な
る
偶
然
と
し
て
処
理
さ
れ
て
よ
い
は

ず
が
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
高
昌
国
時
代
や
滅
亡
直
後
に
作
成
さ
れ
た
墓
碍
と
、

減
亡
か
ら
半
世
紀
前
後
を
経
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
墓
傳
の
史
料
的
な
価
値
を

同
一
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
い
か
な
る
作
者
が
い
か
な
る
資
料
に
依
拠
し
な
が
ら
墓
確
の
誌
文
を
作
成

し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
検
討
に
委
ね
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
点
が
あ
ま
り
に
も
多
い
が
、
少
な
く
と
も
高
昌
国
時
代
の
官
制

に
つ
い
て
、
七
世
紀
末
期
の
時
点
で
は
正
確
な
認
識
や
詳
細
な
知
識
は
も
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

や
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
の
ま

た
か
り
に
正
確
な
認
識
や
詳
細
な
知
識
を
な
お
得
る
こ
と
が
で
き
た
に
せ
よ
、

唐
に
減
ぽ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
高
昌
国
は
「
轡
偽
」
の
政
治
権
力
だ
っ
た
の
で

　
⑱

あ
り
、
唐
の
支
配
下
に
お
い
て
は
意
図
的
に
改
暮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

実
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
高
祖
李
淵
の
祖
父
李

虎
の
誰
を
避
け
る
た
め
、
虎
責
將
軍
や
虎
牙
將
軍
が
そ
れ
ぞ
れ
武
責
擶
軍
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

牙
將
軍
と
表
記
さ
れ
た
の
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に

も
意
図
的
か
否
か
は
と
も
か
く
、
高
昌
国
蒔
代
の
官
職
名
を
既
に
慣
れ
親
し

ん
で
い
た
唐
制
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
、
書
き
改
め
る
と
い
う
こ
と
も
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
れ
た
に
相
違
な
い
。
七
世
紀
後
期
の
墓
門
に
の
み
登
場
す
る
「
從
事
中
郎
」

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
「
内
散
髪
侍
」
、
あ
る
い
は
「
學
博
士
」
と
い
っ
た
官
職
名
は
、
こ
の
よ

う
に
考
え
て
は
じ
め
て
説
明
が
つ
こ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
侍
郎
に

つ
い
て
も
、
唐
制
で
は
門
下
、
中
書
両
省
に
そ
れ
ぞ
れ
黄
門
侍
郎
と
中
書
侍

郎
が
次
官
と
し
て
二
名
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
尚
書
省
下
の
六
部

に
も
部
の
名
称
を
冠
し
た
侍
郎
が
次
官
と
し
て
一
名
（
禮
部
、
刑
部
、
工
部
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

も
し
く
は
二
名
（
吏
部
、
戸
部
、
兵
部
）
つ
つ
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な

唐
制
か
ら
、
か
つ
て
の
高
昌
国
の
侍
郎
に
対
す
る
類
推
が
な
さ
れ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
高
昌
国
の
侍
郎
は
門

下
系
の
官
職
で
あ
っ
て
も
、
唐
の
そ
れ
の
よ
う
に
黄
門
侍
郎
と
呼
ば
れ
た
こ

と
は
な
く
、
単
な
る
侍
郎
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
誤
解
を
生
じ
や
す
か
っ
た
と
も
考
え
ち
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
尚
書
系
の
侍
郎
の
存
在
説

は
そ
の
唯
二
に
し
て
全
て
の
史
料
的
な
根
拠
を
失
う
の
で
あ
る
が
、
結
論
を

急
ぐ
ま
え
に
、
高
昌
国
に
お
け
る
侍
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
文
書
史
料
か
ら
検

討
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
か
か
る
誤
解
が
単
に
生
じ
や
す
か
っ
た
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
ま
で
は
必
然
で
す
ら
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す

る
た
め
に
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。

①
こ
れ
ら
の
墓
碕
と
そ
の
史
料
的
な
価
値
に
関
し
て
は
、
白
須
浄
翼
氏
の
詳
細
な

紹
介
と
考
察
が
あ
る
。
白
須
浮
翼
「
高
昌
墓
碑
考
釈
」
（
一
）
～
（
三
・
未
完
）
（
『
書

　
論
』
第
＝
篇
、
一
四
、
一
九
号
、
一
九
七
八
、
七
九
、
八
一
年
。
（
一
）
と
（
二
）

　
は
、
萩
信
雄
氏
と
共
著
）
、
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ
ー
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓
と
墓

　
衷
・
墓
誌
と
そ
の
編
年
一
三
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
亙
る
被
葬
者
層
の
変
遷
を
か
ね

　
て
一
」
（
一
）
（
『
東
洋
史
劇
』
第
三
四
号
、
一
九
九
〇
年
）
。
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②
書
中
、
官
歴
の
項
は
、
侍
郎
の
前
後
各
ひ
と
つ
づ
つ
上
げ
た
。
し
た
が
っ
て
傳

　
郎
と
の
み
あ
る
も
の
は
前
後
の
官
歴
が
一
切
不
明
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま

　
た
録
文
の
項
ハ
は
、
代
表
的
な
も
の
を
一
点
だ
け
上
げ
た
。

③
⑥
の
輩
某
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
妻
の
単
軸
の
墓
聴
の
出
土
地
に

　
関
し
て
諸
説
あ
る
。
黄
文
弼
氏
は
『
專
集
隔
で
は
や
ー
ル
ポ
ト
出
土
と
し
た
も
の

　
の
（
同
、
二
六
葉
表
）
、
『
填
集
』
で
は
、
ア
ス
タ
ー
ナ
出
土
に
改
あ
た
（
同
、
一

　
二
六
頁
）
。
白
須
浮
翼
氏
は
黄
氏
の
旧
説
を
支
持
し
て
い
る
が
（
同
氏
、
前
掲
「
高

　
昌
門
閥
社
会
の
研
究
」
、
註
⑳
、
参
照
）
、
輩
氏
が
馬
氏
高
昌
国
に
お
い
て
、
の
ち

　
に
麹
氏
高
雪
国
の
初
代
國
王
と
な
る
麹
嘉
と
と
も
に
欝
欝
を
務
め
た
三
論
禮
を
出

　
し
た
一
族
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
国
都
の
高
晶
に
あ
っ
た
可
能
性
も
す
て
き
れ
ず
、

　
本
稿
で
は
黄
氏
の
新
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

④
　
輩
氏
に
つ
い
て
は
、
註
③
を
、
ま
た
王
氏
に
つ
い
て
は
、
白
須
浮
翼
「
唐
代
吐

　
魯
番
の
豪
族
i
墓
確
よ
り
み
た
初
期
・
西
州
占
領
策
と
残
留
豪
族
の
考
察
を
中
心

　
と
し
て
一
」
（
『
東
洋
史
苑
』
第
九
号
、
一
九
七
五
年
）
、
第
二
章
（
二
）
、
参
照
。

⑤
白
須
、
前
掲
「
高
昌
門
閥
社
会
の
研
究
」
、
参
照
。

⑥
①
の
張
遁
と
②
の
張
洪
に
つ
い
て
は
、
白
須
、
前
掲
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ

　
ー
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓
と
墓
表
・
墓
誌
と
そ
の
編
年
」
、
誰
⑱
、
参
照
。

⑦
詳
細
に
つ
い
て
は
、
呉
震
「
麹
氏
高
昌
国
史
索
隠
一
議
張
雄
夫
婦
無
窓
談
起
1
」

　
（
『
文
物
』
一
九
八
一
年
第
一
期
）
、
参
照
。

⑧
『
考
古
記
』
、
五
三
頁
。
原
文
は
鍵
天
文
字
。

⑨
　
こ
の
う
ち
、
②
の
張
洪
は
特
殊
な
例
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
と
思
う
。
註
⑥
、

　
参
照
。
な
お
⑯
の
張
漱
も
、
彼
に
交
付
さ
れ
た
條
記
文
書
「
延
講
十
二
（
六
三
五
）

　
年
八
月
張
阿
漱
入
俗
租
尊
王
條
記
」
（
①
り
日
〉
寓
訟
団
”
宅
＼
。
。
凸
く
録
〉
『
文
書
』
V
、

　
二
四
二
頁
）
に
「
田
地
」
と
あ
る
の
で
、
張
鼻
児
の
よ
う
に
侍
郎
に
就
官
す
る
以

　
前
に
地
方
官
を
経
験
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑩
白
須
、
前
掲
「
高
昌
門
閥
社
会
の
研
究
」
、
第
三
章
、
参
照
。

⑪
「
野
盗
滑
二
（
五
九
二
）
年
閏
正
月
氾
崇
慶
墓
衰
」
（
〈
録
〉
『
専
録
』
、
一
二
葉

　
崩
胃
）
、
「
延
日
田
皿
川
（
六
〇
〇
）
年
七
月
傅
7
丁
友
墓
菱
」
（
①
①
6
麟
言
ω
O
①
“
H
〈
録
〉
「
墓

　
誌
録
」
、
　
五
七
四
頁
）
、
　
お
よ
び
「
延
和
九
（
六
一
〇
）
年
正
三
業
孝
嵩
墓
表
」

　
（
〈
録
〉
『
專
録
』
、
　
｝
六
葉
背
）
な
ど
。

⑫
　
古
聖
、
前
掲
「
麹
氏
高
昌
夢
心
官
制
研
究
」
、
彰
瑛
、
前
掲
「
麹
氏
高
昌
王
国
行

　
政
官
職
鋼
議
」
。

⑬
　
一
例
だ
け
だ
が
、
長
史
に
「
王
府
」
を
冠
し
た
も
の
が
墓
簿
に
あ
る
。
「
章
和
七

　
（
五
三
七
）
年
七
月
張
文
智
墓
表
」
（
①
Φ
同
窓
蜜
綬
”
一
〈
録
〉
「
墓
誌
録
」
、
五
六
六

　
頁
）
が
そ
れ
だ
が
、
彼
が
九
三
歳
で
没
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
長
目
の

　
地
位
に
あ
っ
た
の
は
馬
氏
高
昌
国
時
代
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

⑭
　
『
暴
走
國
史
』
、
爆
撃
八
頁
。

⑯
単
に
侍
郎
と
の
み
あ
る
も
の
の
な
か
に
、
尚
書
系
の
侍
郎
が
含
ま
れ
て
い
た
可

　
能
性
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
そ
の
可
能
性
は
ま
ず
な
い
と

　
思
う
。
そ
れ
は
、
郎
中
、
長
史
、
お
よ
び
司
馬
な
ど
の
尚
書
系
の
宮
員
の
置
合
、

　
い
ず
れ
も
所
属
す
る
諸
部
名
を
冠
す
る
の
が
墓
碑
で
は
一
般
的
な
書
式
に
な
っ
て

　
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
尚
書
系
の
侍
郎
で
あ
れ
ば
、

　
必
ず
や
郎
申
以
下
の
場
合
と
同
様
に
、
陰
部
名
が
冠
せ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま

　
し
て
や
侍
郎
は
門
下
系
に
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
と
識
鋼
す
る
た
め
に
も
、

　
猛
襲
名
を
冠
す
る
必
要
性
は
一
層
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑯
　
『
高
昌
國
史
』
、
二
七
九
頁
以
下
、
白
須
、
前
掲
「
高
明
門
閥
社
会
の
研
究
」
、

　
第
三
章
、
お
よ
び
荒
川
、
前
掲
「
麹
氏
高
昌
国
の
官
制
に
つ
い
て
」
、
第
一
章
な

　
ど
。

⑰
⑦
の
張
慧
は
唐
の
長
安
三
（
七
〇
三
）
年
に
埋
葬
さ
れ
た
そ
の
等
張
詮
の
墓
誌

　
に
、
⑭
の
張
懐
寂
は
周
の
長
講
二
（
六
九
三
）
年
五
月
に
死
亡
し
、
翌
三
（
六
九

　
四
）
二
月
に
埋
葬
ざ
れ
た
彼
自
身
の
墓
誌
に
、
そ
し
て
⑯
の
張
漱
は
唐
の
永
淳
ご

　
（
六
八
三
）
年
二
月
に
死
亡
し
、
同
月
に
埋
葬
さ
れ
た
彼
の
笠
置
氏
の
墓
誌
に
み

　
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑱
　
目
代
の
墓
確
に
高
昌
国
時
代
の
官
職
を
記
す
際
、
　
「
僑
」
字
を
冠
す
る
の
が
通
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例
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
白
須
浄
奨
「
霊
代
の
西
口
の
武
誠
城
の
前
城
主
と

　
沙
州
の
寿
昌
城
主
－
唐
代
西
州
の
城
及
び
そ
の
城
主
に
関
す
る
考
察
の
た
め
の
序

　
章
一
」
（
『
西
北
史
地
』
一
九
八
九
年
第
三
期
）
、
参
照
。

⑲
　
武
喪
將
軍
”
「
周
長
講
二
（
六
九
三
）
年
二
月
張
寓
琳
墓
誌
」
（
お
門
〉
窓
蟄
㌣
器

　
〈
録
〉
「
墓
難
恥
録
」
、
六
〇
七
頁
）
。

　
　
武
牙
特
軍
∴
「
唐
永
徽
六
（
六
五
五
）
年
二
月
宍
懐
悪
墓
誌
」
（
①
①
目
〉
竃
濠
蒜

　
〈
録
V
「
墓
誌
録
」
、
五
九
五
頁
）
／
「
唐
乾
封
二
（
六
六
七
）
年
十
月
鞄
永
隆
夫

　
人
賀
氏
墓
誌
」
（
〉
ω
鉾
く
・
一
．
O
刈
〈
写
＞
H
．
〉
」
拝
距
．
い
×
×
目
＜
＜
録
〉
筈
一
9
℃
．

　
り
。
。
膳
）
。

⑳
　
「
周
長
安
四
（
七
〇
四
）
年
四
月
三
智
宗
墓
誌
」
（
＄
↓
〉
竃
ド
出
土
〈
録
〉
「
拾

　
遺
」
、
五
九
八
頁
）
。

⑳
　
「
窟
龍
伽
朔
二
　
（
六
六
二
）
年
所
n
月
翻
脳
善
導
墓
髄
ロ
5
」
（
〈
録
〉
『
陶
庸
〔
蔵
石
記
恥
巻
一

　
七
、
一
五
葉
背
）
。

⑫
　
「
唐
上
元
二
（
六
七
五
）
年
十
二
月
唐
護
墓
誌
」
（
〈
録
〉
『
壊
集
』
、
七
六
頁
）
。

㊧
　
『
大
唐
六
皿
ハ
』
巻
二
幽
凹
書
吏
部
以
下
、
参
昭
…
。

⑳
　
唐
制
で
は
侍
郎
が
六
部
の
次
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
⑦
以
下
の
三
例

　
が
高
昌
照
に
お
け
る
尚
書
系
の
諸
部
の
次
官
で
あ
る
長
史
も
し
く
は
司
馬
を
こ
の

　
よ
う
に
蓑
現
し
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
が
、
本
文
に
も
上
げ
た
⑭
の
張
懊
寂
の
例

　
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
若
年
で
こ
の
地
位
に
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

　
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
き
わ
め
て
乏
し
い
と
思
う
。

二
　
文
書
史
料
に
み
え
る
侍
郎
一
そ
．
の
職
裳
i

　
こ
こ
で
は
出
土
文
書
に
よ
り
な
が
ら
、
侍
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
侍
郎
は
各
種
の
官
府
文
書
に
み
え
て
い
る
が
、
そ
の
職
掌
は
上
奏
文

書
へ
の
通
判
、
案
件
の
伝
達
、
お
よ
び
條
記
文
書
へ
の
自
署
の
三
点
に
要
約

　
　
　
　
①

で
き
る
の
で
、

以
下
で
は
こ
の
三
点
に
つ
い
て
個
別
的
に
み
て
い
ぎ
だ
い
。

i
　
上
奏
文
書
へ
の
通
判

　
侍
郎
が
門
下
系
の
官
員
の
一
員
と
し
て
、
門
下
校
郎
や
通
事
令
達
な
ど
と

と
も
に
通
比
し
て
い
る
上
奏
文
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
③
延
昌
廿
七
（
五
八
七
）
年
四
月
兵
部
條
列
買
賞
用
銭
頭
数
奏
行
文
審

　
　
（
①
⑦
日
諺
竃
腿
。
。
る
ρ
。
。
囲
．
〈
写
〉
『
文
書
』
皿
、
図
一
〈
録
〉
同
、
七
三
頁
）

　
⑤
延
昌
廿
七
（
五
八
七
）
年
六
月
兵
部
條
列
買
馬
用
銭
頭
数
奏
行
文
書

　
　
（
①
①
一
門
誇
垂
心
c
Q
”
b
o
c
◎
蟷
ω
b
o
　
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
七
五
頁
）

　
◎
延
昌
廿
七
（
五
八
七
）
年
七
月
兵
部
條
列
買
馬
用
銭
頭
数
奏
行
文
書

　
　
（
①
①
一
門
》
蜜
海
c
Q
”
b
o
O
　
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
八
二
頁
）

　
④
延
昌
廿
七
（
五
八
七
）
年
八
月
兵
部
條
列
竃
馬
用
銭
頭
数
善
行
文
書

　
　
（
①
O
目
》
冨
心
。
。
”
G
。
ρ
ω
c
。
層
蒔
一
く
録
〉
『
文
書
』
皿
、
八
五
頁
）

　
以
上
、
「
侍
郎
史
養
生
」
（
養
生
は
自
署
）

　
◎
義
和
r
一
二
　
（
六
一
六
）
二
恩
田
下
列
得
一
水
養
魚
斜
…
斗
繭
難
行
文
書
（
①
刈
日
跨
ソ
臼

　
　
ω
罐
”
鼠
〈
写
〉
『
歴
史
文
物
』
、
図
版
一
六
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
一
九

　
　
五
頁
）

　
「
侍
郎
和
某
」
、
「
侍
郎
陰
某
」
、
「
侍
郎
螺
髪
」
（
い
ず
れ
も
姓
の
み
）

　
①
延
講
九
（
六
三
二
）
年
屯
田
残
奏
（
謡
日
跨
竃
H
観
“
。
。
O
（
騨
）
〈
録
〉
『
文
書
』

　
　
皿
、
二
八
二
頁
）
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「
行
門
下
事
侍
郎
（
臣
）
高
某
」
（
姓
の
み
）

⑧
延
講
年
間
（
六
二
四
～
六
四
〇
年
）
都
官
残
奏
（
大
谷
＝
二
〇
七
〈
録
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
『
臨
集
成
』
1
、
　
四
六
頁
）

　
「
行
門
下
事
侍
郎
（
臣
）
高
雄
」
（
名
の
部
分
は
欠
損
）

⑤
延
講
年
間
某
部
曲
奏
（
大
谷
二
四
〇
六
〈
写
〉
『
集
成
』
1
、
図
版
六

　
　
〈
録
〉
岡
、
九
九
頁
）

　
「
行
門
下
事
侍
郎
（
臣
）
麹
叢
叢
、
惣
門
難
事
侍
郎
（
臣
）
某
善
」
（
延
随
、

　
善
は
自
署
）

　
侍
郎
が
門
下
系
の
官
員
と
し
て
通
零
し
て
い
る
上
奏
文
書
は
右
の
八
点
で

あ
り
、
こ
の
う
ち
④
か
ら
⑥
の
四
点
は
い
ず
れ
も
五
八
七
（
延
昌
二
七
）
年

の
兵
部
上
奏
で
、
内
容
も
馬
匹
の
購
入
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
ま

た
①
か
ら
⑮
の
三
点
は
高
昌
国
末
期
の
延
講
年
間
の
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も

侍
郎
が
行
門
下
事
、
す
な
わ
ち
門
下
系
の
最
高
官
た
る
門
下
校
郎
の
権
能
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

代
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
④
か
ら
④
の
四
点
で
あ
る
。

『
文
書
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
同
年
の
馬
匹
購
入
に
関
す
る
兵
部
の
上
奏
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

書
が
四
点
ば
か
り
収
録
さ
れ
て
お
り
、
白
須
浮
華
氏
は
こ
の
一
連
の
上
奏
文

書
の
分
析
か
ら
、
高
昌
国
に
お
い
て
は
毎
月
一
五
目
と
二
九
日
に
定
期
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

上
奏
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
馬
匹
の
購
入
は
、
多

少
の
消
長
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
同
年
の
上
奏
文
書
が
八
点
も
残
存
す
る
に
馨
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
に
同
じ
年
に
、
同
じ
兵
部
か
ら
出
さ
れ
た
同
じ
案
件
に
関
す

る
、
し
か
も
定
期
的
に
な
さ
れ
た
は
ず
の
上
奏
な
の
に
、
侍
郎
は
必
ず
し
も

毎
回
通
判
に
参
加
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
同
じ
こ

と
は
門
下
校
郎
に
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
侍
郎
が
豊
胸
し
て
い
る
右

記
の
四
点
中
、
⑤
か
ら
⑥
の
三
点
で
は
門
下
校
郎
は
通
凝
し
て
お
ら
ず
、
門

下
校
郎
、
通
事
令
史
、
お
よ
び
侍
郎
の
三
者
が
そ
ろ
っ
て
通
塾
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
一
連
の
文
書
の
な
か
で
④
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
官
員

の
都
合
に
応
じ
て
通
判
へ
の
参
加
不
参
加
は
上
奏
の
都
度
で
ま
ち
ま
ち
だ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
門
下
校
郎
や
通
事
令
史
の
定
員
が
二
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

だ
け
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
理
解
で
き
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
侍

郎
に
関
し
て
は
例
外
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
侍
郎
の
定
員
に
つ
い
て
は
明
ら

　
　
　
　
　
⑦

か
で
は
な
い
が
、
◎
で
は
少
な
く
と
も
三
名
の
侍
郎
が
通
判
ず
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

っ
て
お
り
、
「
官
員
名
籍
」
の
記
載
な
ど
か
ら
判
断
し
て
も
数
名
と
い
う
程

度
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
門
下

校
郎
と
通
事
令
史
に
関
し
て
は
、
上
奏
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
た
ま
た

ま
彼
ら
が
「
牙
門
」
に
不
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
侍
郎
に

関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
事
態
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
こ
の
兵
部
の
上
奏
文
書
に
通
判
ず
る
資
格
を
有
し
て
い
た
の
は
、

門
下
系
の
侍
郎
一
般
で
は
な
く
、
特
定
の
侍
郎
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
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る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
門
下
校
郎
や
通
事
令
史

の
不
在
説
は
侍
郎
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
⑥
か
ら
⑥
の
四

点
に
通
塾
し
て
い
る
侍
郎
が
い
ず
れ
も
史
養
生
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う

な
推
測
を
裏
付
け
よ
う
。

　
お
そ
ら
く
は
多
く
の
侍
郎
の
な
か
で
、
史
養
生
が
も
っ
ぱ
ら
尚
書
系
の
兵

部
に
関
連
す
る
案
件
の
伝
達
や
処
理
、
と
り
わ
け
そ
の
上
奏
文
書
へ
の
通
男

を
担
当
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
兵
部
担
当
の
侍
郎
と
い

　
　
　
　
　
⑨

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
㎝
連
の
上
奏
文
書

の
な
か
に
、
侍
郎
が
通
吊
し
て
い
な
い
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
、
侍

郎
が
通
判
し
て
い
る
も
の
は
い
ず
れ
も
史
養
生
で
あ
る
こ
と
も
、
矛
盾
な
く

説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
　
案
件
の
伝
達

　
高
昌
国
暗
代
の
官
府
文
書
に
は
、
「
重
藤
」
と
い
う
文
言
が
頻
出
す
る
。

こ
れ
は
官
員
の
某
が
そ
れ
以
下
の
案
件
を
あ
る
官
府
に
伝
達
し
た
こ
と
を
示

　
　
　
⑩

し
て
お
り
、
伝
達
し
た
の
が
王
令
の
場
合
は
、
と
く
に
「
某
傳
令
」
と
記

さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
侍
郎
を
含
め
多
彩
な
官
員
が
伝
達
に
従
事
し
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
（
ア
）
一
般
的
な
案
件
の
官
府
へ
の
伝
達
と
、
（
イ
）

王
へ
の
伝
達
と
王
命
の
伝
達
に
わ
け
て
検
討
す
る
。

　
（
ア
）
　
一
般
的
な
案
件
の
官
府
…
へ
の
伝
達

　
一
般
的
な
案
件
を
官
府
に
伝
達
す
る
場
合
は
、
文
書
中
に
「
官
名
＋
名

（
姓
は
通
常
記
載
せ
ず
）
十
傳
」
、
も
し
く
は
「
姓
名
＋
傳
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。
い
ま
こ
の
う
ち
前
者
の
表
記
方
法
に
み
え
る
侍
郎
以
外
の
官
名
を
、

門
下
系
、
尚
書
系
、
軍
勢
系
（
将
軍
号
）
、
お
よ
び
そ
の
他
に
わ
け
て
列
挙
し

て
み
よ
う
。

　
門
下
系
鱒
門
下
校
郎
、
通
事
令
史
、
中
遅
参
軍
、
中
郎

　
尚
書
系
軸
主
簿

　
軍
府
系
”
虎
威
將
軍
、
威
遠
逆
軍
、
殿
中
將
軍
、
宣
威
野
駆
、
明
解
將
軍
、

　
　
　
　
　
虎
牙
將
軍
、
特

　
そ
の
他
”
中
書
、
校
尉
、
薩
賓
、
侍
講

　
官
名
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
伝
達
に
従
事
し
た
の
は
門
下
系
と
軍
府
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

官
員
が
圧
倒
的
に
多
く
、
尚
書
系
の
官
員
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
謄
躍
系
の
う
ち
、
虎
威
將
軍
号
と
威
遠
將
軍
号
は
尚
雷
系
の
郎
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

や
当
事
に
加
官
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
も
本
来
は
尚
書
系
の

官
員
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
躍
層
堂
号
と
も
一
例
の
み
で
、
前
老

　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
中
審
と
、
後
者
は
主
簿
や
薩
蜜
と
と
も
に
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

書
と
薩
賓
は
一
例
だ
け
、
主
簿
も
ほ
か
に
一
例
あ
る
だ
け
な
の
で
、
い
ず
れ

も
例
外
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、
侍
郎
に
つ
い
て
は
、
実
例
を
上
げ
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
多
く
の
文
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高昌国の侍郎について（朋尾）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

書
に
伝
達
者
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
こ
れ
を
尚
書
系
の
宮
員
と
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
通
常
の
場
合
、
案
件
の
伝
達
に
従
事
し
た

の
は
、
門
下
校
郎
以
下
の
門
下
系
官
員
と
、
官
歴
で
侍
郎
と
近
縁
の
殿
中
將

軍
、
お
よ
び
宣
威
以
下
の
雑
号
将
軍
が
中
心
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

⑰
る
。　

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
あ
る
時
期
に
お
い
て
同
種
の
案
件
の
伝
達
に

従
事
す
る
の
は
、
特
定
の
官
員
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
「
高
昌
年
次
未
詳
（
七
世
紀
）
□
善
等
徳
供
食
帳
」
（
8
日
〉

窯
。
。
O
ご
α
＼
ズ
ρ
）
㌧
ミ
昏
ソ
ミ
・
。
（
9
）
〈
録
V
『
文
書
』
阻
、
二
五
六
頁
）
は
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

数
民
族
の
出
身
者
に
対
す
る
食
糧
支
給
を
集
計
し
た
文
書
と
思
わ
れ
る
が
、

支
給
を
報
告
し
た
の
べ
＝
二
名
の
筆
架
の
う
ち
、
一
名
が
三
回
、
下
名
が
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

回
出
て
く
る
の
で
、
実
際
は
八
名
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
ア
ス
タ
ー
ナ
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

七
号
墓
か
ら
伴
出
し
た
三
点
の
「
上
食
帳
」
で
も
、
先
の
八
名
中
四
名
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
隅
じ
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
項
で
み
た
丘
ハ
部
の
上
奏
文
書
で

も
、
本
文
の
冒
頭
に
明
記
さ
れ
て
い
る
馬
匹
の
購
入
に
つ
い
て
報
告
し
た
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

員
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
侍
郎
僧
見
隠
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
侍
郎
の
某

鼠
子
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
疇
期
こ
の
案
件
に
つ
い
て
兵

部
に
報
告
を
行
な
う
任
務
は
、
も
っ
ぱ
ら
侍
郎
の
某
鼠
子
ひ
と
り
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
一
般
的
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
伝
達

す
べ
き
案
件
に
よ
っ
て
そ
の
担
当
の
官
員
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
伝
達
先
と
な
る
宮

中
（
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
尚
書
系
の
諸
部
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）
に
よ

っ
て
、
伝
達
を
担
当
す
る
職
員
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
某

僧
子
の
例
で
い
え
ぼ
、
彼
は
兵
部
、
と
く
に
そ
れ
へ
の
伝
達
担
当
の
官
員

（
侍
郎
）
で
あ
・
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
勧

　
（
イ
）
　
王
へ
の
伝
達
と
王
命
の
伝
達

　
現
存
す
る
文
書
に
み
え
る
王
へ
の
伝
達
と
は
、
主
と
し
て
一
般
か
ら
提
出

さ
れ
る
辞
を
扇
王
に
取
り
次
ぎ
、
そ
の
裁
可
を
仰
ぐ
場
合
で
あ
り
、
王
命
の

伝
達
と
は
、
符
に
よ
っ
て
中
央
の
尚
書
系
の
某
部
か
ら
、
地
方
一
郡
県
に
あ

る
そ
の
出
先
機
関
に
伝
え
る
場
合
で
あ
る
。
侍
郎
以
外
に
、
こ
れ
に
従
事
し

た
官
員
を
一
括
し
て
上
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
門
下
下
郎
、
通
事
令
史
、
中
心
参
軍
、
中
郎
、
風
食
將
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
す
な
わ
ち
こ
ち
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
が
門
下
系
の
官
員
な
の
で
あ
る
。
一
般

的
な
案
件
の
場
合
に
は
門
下
系
の
官
員
と
と
も
に
主
流
を
占
め
た
一
算
系
の

雑
号
将
軍
も
、
こ
こ
に
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。
ま
さ
に
門
下
系
の
官
の

独
壇
上
と
い
う
べ
き
で
、
こ
れ
こ
そ
彼
ら
本
来
の
職
掌
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
褥
侍
郎
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
・
た
、
」
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
・

145 （751）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

3
　
旧
記
文
書
へ
の
自
署

　
田
租
と
丁
税
の
條
記
文
書
の
一
部
に
侍
郎
が
自
署
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
こ
と
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
該

当
す
る
條
記
文
書
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

　
①
延
懇
二
（
六
二
五
）
年
正
月
張
懇
見
入
俗
p
租
酒
條
記
（
鳶
日
〉
竃
窃
㎝
”

　
　
濫
〈
録
〉
『
文
書
』
選
、
二
七
五
頁
）

　
①
延
蕎
十
五
（
六
三
八
）
年
p
二
月
張
明
憲
入
丁
正
銭
p
残
響
記
（
三
日
》

　
　
当
切
O
団
”
O
一
b
o
＼
一
◎
◎
〈
　
録
〉
『
文
書
』
V
、
　
一
九
六
頁
）

　
⑭
延
認
十
六
（
六
三
九
）
年
二
月
以
後
憂
事
夕
陰
俗
正
銭
財
記
（
忠
8
H
（
竃

　
　
ゴ
ω
乗
ε
〈
録
〉
『
文
書
』
W
、
二
頁
）

　
①
延
講
十
七
（
六
四
〇
）
年
四
月
至
尊
伯
入
俗
銭
・
澱
古
記
（
⑭
に
属
じ
）

　
四
点
の
内
訳
は
、
田
租
の
文
書
が
一
点
（
①
）
、
丁
税
（
①
の
よ
う
に
、

そ
れ
に
類
す
る
税
負
撫
を
含
む
。
以
下
、
田
租
に
つ
い
て
も
同
じ
）
の
文
．
書

が
三
点
（
①
～
①
）
で
あ
る
。
田
租
の
條
記
文
書
は
計
一
三
点
が
現
存
し
て

い
る
が
、
こ
の
う
ち
官
員
に
よ
る
自
暑
の
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
二
点
を
除

く
一
一
点
中
、
官
員
の
冒
頭
に
儒
林
参
事
が
自
署
し
て
い
る
も
の
が
五
点
あ

る
（
し
た
が
っ
て
、
儒
林
参
軍
も
侍
郎
も
自
署
し
て
い
な
い
も
の
が
五
点
と

な
る
）
。
こ
こ
か
ら
田
租
の
場
合
は
、
非
尚
書
系
の
宮
塚
と
し
て
は
通
常
儒

林
吉
言
が
自
冒
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方

丁
税
の
條
記
文
轡
は
計
＝
一
点
に
上
る
が
、
半
数
の
六
点
ま
で
が
自
署
の
部

分
を
欠
損
し
て
欠
い
て
お
り
、
残
る
六
点
の
半
数
に
は
非
尚
書
系
の
官
員
が

自
署
し
た
形
跡
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
丁
台
の
場
合
は
、
非
尚
書
系
の
官
員

と
し
て
は
侍
郎
が
自
署
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
四
点
の
文
書
に
実
際
に
自
署
し
て
い
る
官
員
だ
が
、
①
に
は
某

漱
隆
、
謝
遇
、
お
よ
び
海
潮
（
単
軸
と
海
量
の
部
分
は
自
署
で
あ
る
）
の
少

な
く
と
も
三
名
の
、
⑭
に
は
張
安
善
（
安
善
は
自
暑
）
の
名
が
み
え
て
い
る
。

⑯
と
同
一
紙
面
の
後
方
に
書
写
さ
れ
て
い
る
①
で
は
、
「
侍
郎
張
」
と
あ
る

だ
け
で
自
署
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
張
安
善
が
そ
の
名
を
自
署
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
⑦
で
は
「
安
善
」
と
い
う

自
署
だ
け
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
前
方
が
欠
損
し
て
い
て
判
読
で
き
な
い
が
、

⑭
か
ら
判
断
し
て
「
侍
郎
張
」
の
三
字
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。
田
租
の
文
書
と
丁
税
の
文
書
に
自
署
し
て
い
る
侍
郎
が
別
人
で
あ
る

の
は
、
両
者
の
作
成
年
代
に
｝
○
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
三
点
の
丁
税
の
文
書
に
自
署
し

て
い
る
侍
郎
が
い
ず
れ
も
張
安
善
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
私
は
、
侍
郎
を
は
じ
め
、
儒
林
参
軍
や
明
威
喜
喜
な
ど
官
員
の
冒
頭

に
自
署
し
て
い
る
非
尚
書
系
の
官
員
は
、
諸
税
の
納
入
者
の
到
来
を
尚
書
系

の
諸
部
の
嘗
員
に
伝
達
す
る
と
同
時
に
、
納
入
と
そ
の
点
検
に
立
ち
会
っ
た

が
ゆ
え
に
、
條
記
文
書
に
、
し
か
も
そ
の
官
員
の
冒
頭
に
自
署
す
る
こ
と
に
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な
っ
て
い
た
と
推
定
し
た
俳
た
し
か
に
田
穏
、
丁
税
と
も
非
尚
書
系
の
官
員

が
は
じ
め
か
ら
自
署
す
る
こ
と
に
さ
え
な
っ
て
い
な
か
っ
た
文
書
も
少
な
く

な
く
、
彼
ら
が
絶
え
ず
上
の
よ
う
な
形
で
関
与
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は

認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
関
与
す
べ
き
場
合
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
高
昌

国
の
最
末
期
に
お
い
て
、
張
安
善
は
納
入
者
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
丁
税
の

納
入
に
際
し
て
は
こ
の
役
割
を
果
た
し
た
（
少
な
く
と
も
、
果
た
す
こ
と
に

な
っ
て
い
た
）
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
関
与
す
べ
き
非
尚
書
系
の
官
員

は
侍
郎
一
般
で
は
な
く
、
侍
郎
の
張
安
善
な
の
で
あ
っ
た
。
事
例
の
少
な
さ

を
考
慮
し
て
い
い
な
お
せ
ば
、
侍
郎
の
な
か
の
特
定
の
担
当
者
で
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
の
よ
う
に
自
署
し
て
い
な
い
文
書
の
存
在
は
、

こ
の
よ
う
な
推
定
を
補
強
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
来
の
役
割
を
果
た
し
た

の
で
あ
れ
ば
当
然
自
署
し
た
は
ず
で
、
そ
れ
を
欠
く
と
い
ヶ
こ
と
は
、
彼
が

な
ん
ら
か
の
理
由
で
不
在
で
あ
っ
て
、
関
与
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
自
署
す
る
よ
う
に
こ
の
文
書
が
作

成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
は
じ
め
か
ら
彼
が
関
与
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
諸
税
の
納
入
先
と
な
っ
た
国
都
の
「
卜
形
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
官
員
に

ま
じ
っ
て
多
く
の
侍
郎
が
そ
の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
丁
税
の
納
入
先
で
あ
る
尚
書
系
の
民
部
に
対
し
て
納
入
者
の
到
来
を
告
げ
、

納
入
と
そ
の
点
検
に
立
ち
会
う
べ
き
侍
郎
は
そ
の
な
か
の
一
部
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
敷
歯
す
る
と
、
彼
ら
は
尚
書
系
の
艮
部
と
の
連

絡
、
換
言
す
れ
ば
案
件
の
伝
達
を
担
当
す
る
侍
郎
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4
　
ま
　
と
　
め

　
以
上
、
文
書
史
料
に
み
え
て
い
る
侍
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
、
上
奏
文
書
へ

の
通
判
、
案
件
の
伝
達
、
お
よ
び
寒
心
文
書
へ
の
自
署
と
い
う
三
点
ご
と
に

検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
各
項
の
最
後
に
述
べ
て
お
い
た
が
、

上
奏
文
書
へ
の
通
判
の
み
な
ら
ず
、
案
件
の
伝
達
や
條
記
文
書
へ
の
自
碧
に

つ
い
て
も
、
そ
こ
に
登
揚
し
て
い
る
侍
郎
を
尚
書
系
の
官
員
と
考
え
る
べ
ぎ

い
か
な
る
根
拠
も
な
い
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
な
に
よ

り
も
重
要
な
こ
と
は
、
通
判
、
伝
達
、
自
署
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、

最
低
限
担
当
す
る
官
府
、
具
体
的
に
は
尚
書
系
の
某
部
が
決
ま
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
侍
郎
は
門
下
系
の
官
員
で
あ
り
な

が
ら
、
職
務
上
で
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
尚
書
系
の
某
部
と
日
常
的
に
密
接
な

関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
高
昌
国
の
滅
亡
か
ら
半
世
紀

前
後
が
経
過
し
て
、
唐
制
に
も
ひ
き
つ
け
て
尚
書
系
の
侍
郎
で
あ
っ
た
か
の

ご
と
く
彼
ら
の
生
前
の
窟
職
が
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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①
侍
郎
の
職
掌
に
つ
い
て
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
『
周
警
』
巻
五
〇
高
昌
傳
に
、
「
毎

　
域
遣
司
馬
・
侍
郎
無
意
検
校
、
名
爲
城
令
」
と
あ
っ
て
、
司
馬
と
と
も
に
地
方
期

　
郡
県
に
派
遣
さ
れ
て
そ
の
長
官
と
な
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
白
須
浮
翼

　
現
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
薦
川
正
晴
「
麹
脚
高
昌
麟
に
お
け
る
郡
県
制
の
性

　
格
を
め
ぐ
っ
て
」
に
対
す
る
岡
馬
の
書
評
〈
『
法
制
史
研
究
』
第
三
七
巻
、
一
九

　
八
八
年
〉
）
、
こ
の
記
事
は
信
愚
心
に
問
題
が
あ
る
。
司
馬
や
侍
郎
の
職
掌
を
説
明

　
し
て
い
る
と
解
す
る
よ
り
も
、
司
馬
や
侍
郎
を
歴
任
し
て
は
じ
め
て
城
令
、
す
な

　
わ
ち
太
守
や
県
令
の
地
位
に
上
る
こ
と
が
で
ぎ
た
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
事
災
に
近

　
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
考
察
対
象
の
範
囲
外
と
す
る
。

②
　
⑧
と
⑤
に
つ
い
て
は
、
『
吐
魯
番
繊
土
文
物
研
究
会
会
報
』
第
五
一
号
を
併
照

　
さ
れ
た
い
。

③
　
通
事
令
史
で
は
な
く
、
侍
郎
が
門
下
明
記
の
権
能
を
代
行
し
た
こ
と
は
一
見
奇

　
異
に
み
え
る
が
、
官
歴
で
は
侍
郎
か
ら
門
下
校
郎
に
転
じ
た
⑧
の
よ
う
な
例
も
あ

　
る
の
で
、
両
者
に
は
通
判
に
お
け
る
序
列
ほ
ど
大
き
な
格
差
は
な
か
っ
た
の
で
は

　
あ
る
ま
い
か
。

④
　
A
”
①
①
8
＞
寓
心
Q
。
”
卜
。
圃
〈
録
〉
『
文
書
』
週
、
七
七
頁
／
B
”
O
①
8
＞
寓
膳
Q
。
”
b
。
㊤
、
も
。
。
。
”

　
鍵
〈
録
〉
同
、
七
九
頁
／
C
”
①
O
↓
≧
鼠
。
。
”
ω
伊
き
く
録
〉
岡
、
八
六
頁
／
D
”

　
象
↓
〉
竃
画
。
。
“
ω
①
〈
録
〉
同
、
八
八
頁
。
こ
の
う
ち
D
だ
け
は
紀
年
が
不
明
だ
が
、

　
ほ
か
の
七
点
と
同
年
と
み
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

⑤
白
須
浮
眞
「
麹
氏
高
昌
国
に
お
け
る
上
奏
文
書
試
訳
i
民
部
・
兵
部
・
都
官
・

　
屯
田
等
諸
宮
司
上
奏
文
書
の
検
討
1
」
（
『
爽
洋
史
苑
』
第
二
三
号
、
～
九
八
暦
年
）
、

　
第
一
章
（
二
）
。

⑥
王
素
、
前
掲
「
麹
氏
高
昌
中
央
帯
政
体
占
考
論
」
、
参
照
。

⑦
　
王
素
、
前
掲
「
麹
氏
高
晶
中
央
行
政
体
制
考
論
」
は
侍
郎
の
定
員
を
若
干
名
と

　
し
て
い
る
。

⑧
と
く
に
「
高
峯
年
次
未
詳
（
六
識
紀
後
期
）
侍
郎
慶
叙
等
官
員
名
籍
」
（
O
①
目
〉

　
護
心
◎
。
甚
。
。
（
・
）
い
賃
ω
X
。
）
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
一
〇
五
頁
）
に
は
、
慶
叙
、
陣
門
、

　
懐
某
、
子
洛
、
お
よ
び
延
優
（
い
ず
れ
も
姓
は
不
明
）
の
五
名
の
侍
郎
の
名
が
あ

　
る
。
こ
の
名
籍
は
そ
の
様
式
か
ら
判
断
し
て
「
高
愚
年
次
未
詳
侍
郎
頭
子
等
官
吏

　
丁
畳
謹
名
籍
」
（
8
↓
〉
鼠
。
。
・
。
o
…
罷
＼
い
し
ω
＼
O
〈
録
〉
『
文
書
』
斑
、
四
六
頁
）
の
よ

　
う
な
特
定
の
官
員
だ
け
を
抽
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
五
名
も
侍
郎
全
体

　
の
ご
く
一
部
だ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

⑨
　
た
だ
し
、
史
養
生
が
侍
郎
の
地
位
に
あ
っ
た
全
期
闘
を
通
じ
て
兵
部
を
担
当
し

　
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
高
瀬
年
次
未
詳
（
六
世
紀
後
期
）
某
人
講
放
脱

　
話
調
欝
」
（
謁
8
＞
銘
説
認
る
伊
卜
。
O
〈
録
〉
『
文
書
臨
W
、
二
五
〇
頁
以
下
）
と
い
う

　
二
点
の
辞
は
、
「
侍
郎
養
生
」
に
よ
っ
て
王
の
も
と
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
る
。
ま
た
⑤
に
み
え
て
い
る
麹
延
随
も
、
「
延
欝
十
四
（
六
三
七
）
年
七
月
兵
部
差

　
人
君
客
館
客
使
文
書
」
（
鳶
目
〉
寓
ミ
ご
這
（
帥
y
一
圃
（
昌
一
α
（
多
δ
（
”
y
お
（
麟
）
、
置
（
多

　
員
p
）
し
。
。
（
・
）
〈
録
V
『
文
書
』
w
、
一
三
五
頁
）
に
、
「
侍
郎
延
延
陀
」
と
い
う
自

　
署
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
な
お
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑩
　
祝
総
斌
「
高
爽
官
府
文
書
雑
考
」
（
北
京
大
学
中
國
中
古
史
研
究
中
心
編
『
敦

　
煙
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
』
第
二
輯
、
北
京
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）

　
は
、
「
令
」
字
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
王
の
口
令
を
伝
達
し
た
も
の
と
解
し
て

　
い
る
が
、
伝
達
の
担
当
者
や
文
書
の
様
式
な
ど
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は

　
支
持
で
き
な
い
。

⑪
　
中
兵
参
軍
と
中
郎
に
つ
い
て
は
、
西
仲
安
、
前
掲
「
麹
玩
高
望
時
期
門
下
諸
部

　
繊
塵
」
、
王
素
、
前
掲
「
麹
氏
高
昌
中
央
行
政
体
制
愚
論
」
、
参
照
。

⑫
　
高
昌
国
に
お
け
る
将
軍
（
号
）
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
「
玉
璽
作
人

　
文
書
」
小
考
ー
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
嵐
土
高
昌
国
身
分
制
関
係
文
書
研
究
序
説
一
」

　
（
下
）
（
『
新
潟
史
学
』
簗
二
七
号
、
一
九
九
一
年
）
、
参
照
。

⑯
　
「
無
菌
年
次
未
詳
（
六
世
紀
後
期
）
奇
乃
等
粗
細
顧
流
帳
」
（
⑦
O
葺
く
至
高
”
一
＼
。
。

　
（
・
y
ぐ
O
（
p
）
〈
録
〉
『
文
書
』
紅
、
二
九
四
頁
）
。

⑭
　
「
義
和
六
（
六
一
九
）
年
九
月
伯
親
等
傳
付
嬰
・
栗
・
廉
條
」
（
8
↓
〉
言
ω
ω
こ

お
く
録
〉
『
文
書
』
皿
、
＝
○
頁
）
。
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⑮
「
高
昌
年
次
未
詳
（
六
世
紀
中
期
）
建
文
等
傳
供
要
撃
帳
」
（
①
鳶
〉
竃
㊤
O
”
。
。
劇

　
（
⇔
y
ω
。
。
＼
・
。
”
ω
。
。
＼
ω
い
。
。
。
。
＼
閃
く
録
〉
『
文
書
』
H
、
一
九
三
頁
）
。

⑯
　
事
例
は
全
て
『
文
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
な
の
で
、
頁
数
を
上
げ
る
に

　
と
ど
め
た
い
。

　
　
第
三
冊
”
七
三
頁
、
七
五
頁
、
八
一
頁
、
八
六
頁
、
八
八
頁
、
｝
七
一
頁
。

　
　
策
叩
四
柵
脚
コ
鴨
脚
風
帆
、
補
遺
六
四
百
ハ
、
㎜
圓
六
五
習
貝
。

⑰
も
っ
と
も
、
全
体
で
み
れ
ば
「
姓
名
＋
傳
」
の
事
例
が
、
「
官
名
＋
名
＋
傳
」

　
の
事
例
を
圧
倒
的
に
上
園
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
官
名
を
欠
い
て
い
て
も
、
彼
ら

　
が
広
義
の
官
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
下
級
の
文
官
の
吏
や
武

　
官
の
將
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑱
こ
の
供
食
帳
に
つ
い
て
は
、
呉
明
豊
「
試
論
両
件
高
晶
耳
食
文
書
」
（
『
中
国
史

　
研
究
隔
一
九
九
〇
年
第
一
期
）
、
参
照
。

⑲
三
回
四
康
師
徳
／
二
回
”
寒
威
將
軍
佛
奴
、
虎
牙
將
軍
都
子
、
田
襟
帯
／
一

　
回
…
竺
佛
圃
、
呂
黒
雲
、
畦
少
阿
、
鄭
伽
子
（
一
部
、
推
補
を
含
む
）
。

⑳
A
”
8
日
置
蜜
ω
o
ご
ミ
G
。
（
・
y
q
＼
・
。
（
㊤
）
’
窃
＼
距
α
＼
国
（
餌
）
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
二
五
〇

　
頁
／
B
”
①
O
日
♪
冨
ω
O
ご
ミ
ト
。
（
ε
〈
録
〉
同
、
二
五
五
頁
／
C
”
O
O
↓
〉
窯
ω
O
ご
α
＼
b
。

　
（
び
）
噌
窃
＼
G
Q
（
『
）
〈
録
〉
同
、
　
二
六
〇
頁
。

⑳
　
註
⑲
に
上
げ
た
八
名
中
、
某
佛
奴
、
白
歯
闘
、
お
よ
び
呂
僧
忠
が
前
識
の
A
に
、

　
ま
た
某
都
子
が
A
と
B
に
み
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
「
重
光
三

　
　
（
六
師
ニ
）
年
十
月
羅
列
虎
牙
溝
某
等
傳
供
瓦
書
」
の
（
一
）
（
0
爵
ン
該
伊
O
あ
（
β
）

　
〈
録
〉
『
文
書
』
皿
、
　
　
山
ハ
七
頁
）
と
、
　
（
二
）
　
（
O
①
目
〉
露
α
O
”
り
（
げ
）
　
〈
録
〉
闘
凹
、
　
一

　
七
〇
頁
）
の
あ
い
だ
に
も
指
摘
で
き
る
。

＠
　
本
文
に
上
げ
た
③
か
ら
◎
の
三
点
と
、
謎
④
の
C
と
D
で
あ
る
（
｝
部
、
推
補

　
を
含
む
）
。

⑳
　
兵
部
担
当
の
傳
郎
と
い
っ
て
も
、
史
養
生
が
も
っ
ぱ
ら
兵
部
が
出
す
上
奏
文
書

　
に
通
判
ず
る
役
目
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
某
丁
子
は
兵
部
へ
の
案
件
の
伝
達
が
主

　
要
な
任
務
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
任
務
の
分
担
は
予
想
以
上
に
複

　
雑
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑳
　
威
遠
將
軍
は
、
「
圏
年
次
未
詳
（
六
二
〇
年
代
以
降
）
諸
臣
條
列
得
四
竃
髭
・

　
直
筆
嚢
・
絶
便
索
・
絶
島
斎
宮
頭
数
奏
（
一
）
」
（
鳶
門
〉
慈
9
』
㊤
〈
録
〉
『
文
書
』

　
皿
、
二
八
六
頁
）
に
一
例
の
み
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
上
奏
文
書
の
本
文
中
に

　
「
三
遠
二
軍
臣
麹
傳
」
と
あ
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
は
と
り
に
く
い
。
ま
た
「
義

　
謝
釧
三
（
六
一
五
）
年
十
朧
月
都
官
…
下
始
日
日
縣
…
司
馬
士
⊥
者
符
二
三
弓
師
侯
尾
相
等
弛
照
府
…

　
事
」
（
刈
卜
δ
同
〉
ぞ
一
一
q
一
”
一
q
　
〈
録
〉
『
文
書
』
W
、
一
七
二
…
貝
）
で
は
、
王
命
（
令
）
の

　
伝
達
者
に
つ
い
て
「
呉
善
胤
」
と
す
る
だ
け
で
、
そ
の
官
職
を
記
さ
な
い
が
、
例

　
外
と
し
て
あ
つ
か
う
べ
き
だ
ろ
う
。

⑮
　
陳
仲
安
、
前
掲
「
麹
氏
高
畠
時
期
門
下
薄
紅
考
量
」
、
参
照
。

（
⑳
　
本
項
の
記
述
は
、
前
稿
（
二
）
の
第
一
節
と
同
（
三
）
の
第
一
節
第
二
項
に
お

　
け
る
考
察
結
果
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
前
者
（
三
）
の
註
＠
で
、
田
租
と
丁
税
の
聖
岳
文
書
に
自
署
し
て
い
る
侍
郎
が

　
別
人
で
あ
る
事
実
に
注
意
を
喚
起
し
た
が
、
こ
れ
は
両
者
の
作
成
年
代
を
考
え
れ

　
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
配
慮
を
欠
い
て
い
た
の
で
、
本
文

　
の
よ
う
に
あ
ら
た
め
た
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
墓
碑
史
料
と
文
書
史
料
を
用
い
て
高
畠
国
の
侍
郎
に
つ
い
て
、

そ
の
所
属
を
中
心
に
考
察
し
た
。
定
説
と
な
っ
て
い
る
尚
書
系
の
侍
郎
の
存

在
は
認
め
が
た
い
、
こ
れ
が
、
至
極
単
純
な
そ
の
結
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
に
よ
り
、
田
租
と
丁
税
の
條
記
文
書
の
一
部
に
自
署
し
て
い
る
侍
郎
も
門

下
系
の
侍
郎
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

彼
ら
が
諸
税
の
納
入
と
條
記
文
書
の
交
付
に
際
し
て
果
た
し
た
役
割
は
、
参
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軍
や
主
簿
な
ど
尚
書
系
の
官
員
の
そ
れ
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
ま
た
、
論
証
の
過
程
に
お
い
て
墓
簿
史
料
の
記
述
の
弓
懸
性
を

懐
疑
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
次
史
料
と
し
て
の
墓
碍
史
料
が
も
つ
史
料
的

な
価
値
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
同
じ
一
次
史
料
で
は
あ
っ

て
も
、
文
書
史
料
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が

単
に
侍
郎
の
所
属
と
い
っ
た
竣
末
と
も
思
え
る
問
題
の
解
決
の
み
な
ら
ず
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
か
ら
出
土
し
た
各
種
の
文
物
を
め
ぐ
る
史
料
論
や
、
さ
ら
に

は
高
昌
国
の
行
政
機
構
や
行
政
運
営
の
解
明
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、

望
外
の
幸
い
で
あ
る
。

＝1　t：D

域專
引
用
文
献
一
覧

集
』
”
黄
文
弼
編
『
高
昌
專
集
（
高
昌
第
二
分
本
）
』
北
京
　
西
北
科
学
考
査

　
　
法
理
婁
会
、
一
九
三
一
年
。

集
』
闘
黄
文
弼
『
増
訂
本
高
昌
壇
集
』
北
京
　
中
国
科
学
院
・
考
古
学
専
刊

　
　
第
二
号
、
一
九
五
一
年
。

『
考
古
記
』
…
黄
文
型
『
吐
魯
番
考
古
記
』
北
京
　
中
国
科
学
院
・
考
古
学
特
刊
第

　
　
　
　
　
三
号
、
～
九
五
四
年
。

『
寡
録
』
”
羅
振
玉
『
高
昌
暮
録
』
（
同
氏
『
遼
居
雑
著
』
乙
編
、
遼
東
、
一
九
三

　
　
　
　
　
三
年
）
。

「
拾
　
遺
」
”
新
彊
吐
魯
番
地
区
文
管
所
「
高
昌
墓
褥
拾
遺
」
（
北
京
大
学
中
國
中
古

　
　
　
　
史
研
究
中
心
編
『
敦
鯉
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
』
第
一
二
輯
、
北
京

　
　
　
　
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
穴
年
）
。

「
墓
誌
録
賢
侯
燦
「
解
放
後
新
春
吐
魯
番
慕
月
録
」
（
沈
京
大
学
中
国
中
古
史
研
究

　
　
　
　
中
心
編
『
敦
焼
吐
悪
血
文
献
研
究
論
集
』
第
五
集
、
北
京
　
北
京
大

　
　
　
　
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
。

『
集
　
成
』
…
小
田
義
久
主
編
『
大
谷
文
書
集
成
』
第
一
巻
、
京
都
　
法
蔵
館
・
龍

　
　
　
　
谷
大
学
善
本
叢
書
五
、
　
一
九
八
閥
年
。

『
歴
史
文
物
』
”
新
畷
維
著
爾
自
治
区
博
物
館
編
『
新
彊
歴
史
文
物
』
北
京
　
文
物
出

　
　
　
　
　
版
社
、
一
九
七
七
年
。

『
高
昌
國
史
』
一
嶋
崎
昌
『
晴
唐
時
代
の
棄
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ン
研
究
一
高
昌
國
史
研

　
　
　
　
　
究
を
中
心
と
し
て
一
』
東
京
　
東
京
大
遣
出
本
会
、
｝
九
七
七
年
。

『
新
彊
考
古
』
…
新
彊
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
新
彊
考
古
三
十
年
』
烏
魯
木
斉

　
　
　
　
　
新
彊
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
。

圃
幽
〉
．
　
　
　
一
〉
・
Q
o
け
。
｛
一
ど
囲
考
①
『
ヨ
。
鴇
〉
巴
即
（
0
4
0
乙
α
三
く
．
甲
。
ω
ω
㌧
H
露
Q
。
ソ

　
　
　
　
　
　
（
新
潟
大
学
人
文
学
部
助
敦
授
　
新
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